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　国の令和６年度補正予算第１号を活用し、令和７年度に予定していた小中学
校の改修工事など、主に教育環境の整備について、今年度に前倒しして行う経
費を追加するとともに、公定価格の改正に伴う保育園の運営委託料を追加する
など、所要の補正を行うものです。また、これらに関連する歳入の追加など所
要の補正を行うほか、継続費、繰越明許費、債務負担行為および地方債の変更
などを行い、既定の歳入歳出予算総額にそれぞれ3億5,015万円を追加し、895
億7,387万4千円とするものです。（※）

　保険料の賦課徴収、被保険者の管理、介護サービス費などの保険
給付費および地域支援事業費などの所要額を計上し、これらの財
源として介護保険料、支払基金交付金、国・県支出金、一般会計か
らの繰入金などをもって充て、歳入歳出予算総額を対前年度比５億
8,920万3千円、4.0％増の154億9,058万7千円とするものです。（※）

◦各委員会の記事に記載の議案説明（※）の文章は、市長からの議案の提案理由説明から抜粋したものです。
◦各委員会に付託されたその他の案件名については、８面をご覧ください。

議案12件、陳情2件を審査
議案８件、陳情１件を審査

議案第４号「令和６年度流山市一般会計補正予算（第９号）」
議案第13号「令和７年度流山市介護保険特別会計予算」

総　 務 委 員 会
総合政策部・総務部・財政部・会計管理者・選挙管理委員会・監査
委員・固定資産評価審査委員会の所管に属する事項、他の常任委員
会の所管に属しない事項

教 育 福 祉 委 員 会
健康福祉部・子ども家庭部・教育委員会の所管に属する事項

委員会の審査状況
本会議で委員会に付託された議案などの一部を紹介します。
なお、掲載する議案などは、各委員会の委員が選定しています。 流山市議会 常任委員会審査概要・資料 検索

各常任委員会で審査した議案の議決
結果や委員長報告の詳細は、市議会
ホームぺージをご覧ください。

もっと詳しく知りたい方はこちら

５対１で可決すべきものと決定。
４対２で可決すべきものと決定。

総務委員会に付託されたその他の案件
議案第１号、第２号、第５号～第12号、
第32号、陳情第３号、第４号

教育福祉委員会に付託された 
その他の案件
議案第14号～第20号、陳情第７号

　保険給付費、事業費納付金などの所要額を計上し、これらの財源
として国民健康保険料、県支出金、一般会計からの繰入金などをも
って充て、歳入歳出予算総額を対前年度比2億4,605万8千円、1.7
％減の144億5,948万3千円とするものです。（※）

　収益的収支では、収入を41億4,384万1千円、支出を41億3,786
万8千円とするもので、資本的収支では、収入を25億404万4千円、
支出を33億6,531万5千円とするものです。（※）

議案５件を審査 議案６件を審査 
議案第21号「令和７年度流山市国民健康保険特別会計予算」 議案第29号「令和７年度流山市下水道事業会計予算」

市 民 経 済 委 員 会
市民生活部・経済振興部・環境部・農業委員会の所管に属する事項

都 市 建 設 委 員 会
まちづくり推進部・土木部・消防・上下水道局の所管に属する事項

５対１で可決すべきものと決定。
５対１で可決すべきものと決定。

市民経済委員会に付託された 
その他の案件
議案第22号～第25号

　「請願書・陳情書の手引き」について、審査資料を委員に配付し
たい場合の議会事務局への提出部数を、９部から１部へと変更する
よう求めるものです。

　流山市議会だよりについて、他の市の広報紙と同様に市内商業施設に配
架することに加え、広報ながれやまに倣い、流山市議会だより
の案内を作成し市民課窓口などで転入者に渡し、流山市議会
だよりの一層の周知を図ることを求めるものです。

陳情２件を審査 陳情１件を審査
陳情第６号「「請願書・陳情書の手引き」の一部改正に関
する陳情書」

陳情第８号「「流山市自治基本条例（第７条、第８条）」
に基づき、流山市議会だよりをより市民の身近な存在と
する為、一層の周知と、配付方法の拡充を求める陳情書」

議 会 運 営 委 員 会 議会広報広聴特別委員会
議会の運営に関する事項、議会の会議規則・委員会に関する条例な
どに関する事項、議長の諮問に関する事項

流山市議会だよりの編集および調査・議会報告会の実施・議会ホー
ムページの充実・議会アンケートの実施に関する事項

０対５で不採択とすべきものと決定。

５対４で採択すべきものと決定。議会運営委員会に付託された 
その他の案件
陳情第５号 議会広報広聴特別委員会に付託されたその他の案件　なし

都市建設委員会に付託 
されたその他の案件
議案第26号～第28号、第30号、�
第31号


